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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年９月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和元年５月２３日 ０９時５５分ごろ 

発生場所 宮城県南三陸町歌津
う た つ

埼東南東方沖 

歌津埼灯台から真方位０９７°１３.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°４０.２′ 東経１４１°５０.８′） 

事故の概要  漁船第二十五清
せい

正
しょう

丸は、揚網作業中、左舷側に傾斜した後、左旋

回をしていたところ、転覆した。 

 第二十五清正丸は、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十五清正丸、１９トン 

 ＭＧ２－５６５６（漁船登録番号）、個人所有 

 ２５.００ｍ×４.４６ｍ×１.８７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６６９kＷ、平成１２年１１月１５日 

 第２１０－４８３５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年３月２７日 

  免許証交付日 平成２６年５月１４日 

         （令和２年３月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向南東、波高約２～３ｍ、波周期約１０秒、海面水

温 約１２～１５℃ 

南三陸町には、５月２１日０５時１５分に波浪警報が発表され、１

７時０７分に波浪警報から波浪注意報に切り替わり、本事故時も継続

中であった。 

５月２２日１９時００分に三陸沖西部に発表された海上予報（抜

粋）の内容は、次のとおりであった。 

 ２２日～２３日 
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 風 南 ２０ノット 後 １５ノット 

 天気 晴れ時々曇り 所により霧 

 波 ４ｍ 後 ３ｍ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員４人が乗り組み、沖合底引き網漁を行う目

的で、令和元年５月２３日０２時００分ごろ宮城県石巻市石巻漁港を

出港し、０５時１８分ごろ歌津埼南東方沖の漁場で１回目の操業を開

始し、約１ｔを漁獲した。 

本船は、歌津埼東南東方沖の漁場に移動し、波高約２～３ｍのうね

りがあったが、船長が、この程度のうねりであれば操業に支障はない

と思い、０８時００分ごろ２回目の操業を開始して投網を行った後、

０９時２７分ごろ揚網を開始した。 

本船は、船首を北方に向け、船長が、‘船尾部の漁労甲板’（以下

「本件漁労甲板」という。）に甲板員４人を配置し、操舵室後部区画

でトロールウインチを操作して‘約６ｔの漁獲物が入った袋網’（満

杯状態、以下「本件袋網」という。）を船尾のスリップウェイ付近ま

で巻き揚げた。 

本船は、主機を中立運転の状態で、ホイストを操作して本件袋網を

本件漁労甲板上に巻き揚げ、魚倉まで移動させようとしたところ、右

舷船尾方から波高約２～３ｍのうねりを受け、本件袋網のうち半分程

度がインナーブルワークを越えて本件漁労甲板の左舷側区画に移動

し、左舷側に傾斜した。 

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船の状況概略図 

 

本船は、左舷船尾側ブルワークの開口部から海水が流入し始め、０

９時４６分ごろ、船長が、旋回時の遠心力を利用して本件袋網をイン

ナーブルワークの内側に戻そうと思い、操舵用リモコンで左舵一杯に

とり、左旋回を開始した。 

本船は、本件袋網が本件漁労甲板の左舷側区画から動かなかったの

で、船長が、０９時５４分ごろ甲板員４人に網を切って漁獲物を左舷

舷側から逃がすよう指示し、甲板員４人がその作業に当たっていたも

のの、海水が左舷舷側を越えて船内に流入した。 

本船は、更に傾斜して左舷側に横倒しの状態となり、甲板員４人が

船長 

操舵室 ホイスト 

トロールウインチ 

魚倉 

本件袋網 
甲板員 

スリップウェイ 

インナーブルワーク 
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海に投げ出され、船長が、漁業無線で救助要請を行い、操舵室後部区

画の扉が水圧で開かなかったので操舵室の右舷側の窓から船外に脱出

した後、転覆した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 転覆した本船 

 

船長及び甲板員４人は、船底にはい上がり、救助を待っていたとこ

ろ、付近を航行していた油送船によって１０時００分ごろ海上保安庁

に本事故発生の通報が行われ、本事故に気付いた付近の僚船に救助さ

れ、石巻漁港に戻った。 

本船は、本事故後、船舶所有者が手配したタグボートにより宮城県

石巻港までえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 航行経路図、付表１ ＡＩ

Ｓ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 船長は、出港前、インターネットで気象情報を確認していた。 

本船は、操舵室が船首部にあり、操舵室の船尾側にホイスト、操舵

室の船尾側下部にトロールウインチがそれぞれ設置され、操舵室後部

区画にホイスト及びトロールウインチの操作レバーが配置されてい

た。 

本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約２.４ｍであった。 

本船は、本事故当時、左右両舷の主機用燃料タンクにＡ重油が約７

kℓ、左舷船尾側の補機用燃料タンクに軽油が約１.５kℓ、右舷船尾側

の清水タンクに清水が約１ｔ残っていた。 

船長は、ふだんから、左右両舷の主機用燃料タンクを切り替えて使

用するようにしており、船体のバランスに気を配っていた。 

本船は、前部甲板に魚倉が配置され、本事故当時、１回目の操業で

の漁獲物約１ｔが魚倉内の左舷側区画に入っていた。 

左舷船尾側ブルワークの開口部は、横約２８cm、縦約１８cm であ

った。 

本船は、左舷船尾側のブルワークに放水口が２個設置されており、

左舷船尾側から１個目の放水口が、横約２１cm、縦約１７cm、左舷船

尾側から２個目の放水口が、横約３０cm、縦約１７cmであった。 

本船は、本件漁労甲板の左舷側区画に敷板が敷かれており、左舷船

海上保安庁提供 
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尾側ブルワークの高さが、左舷船尾側から１個目の放水口付近で、敷

板上から７１cm、左舷船尾側ブルワークの開口部付近で、敷板上から

約８４cmであった。 

（写真２～６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の本件漁労甲板 

 

 

 

 

 

 

                    写真４ 左舷船尾側ブル 

ワークの開口部 

 

写真３ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 左舷船尾側から２個目  写真６ 左舷船尾側から１個目 

    の放水口            の放水口 

 

本件袋網は、長さが約１３.５ｍであった。 

本船は、本事故当時、操舵室、機関室及び船員室の出入口が全て閉

約１７cm 

約３０cm 

約２１cm 

約１７cm 

約２８cm 

約１８cm 

本件袋網が移動した左舷側区画 

約８４cm 

約７１cm 

左舷側 
右舷側 

写真４ 

写真５ 写真６ 
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鎖され、魚倉の蓋が閉じられていた。 

本船の主機は、横倒しの状態となったときにブザーが鳴って停止し

た。 

船長は、これまで、うねりがない状態では６ｔ程度の揚網を行った

経験があったが、約２～３ｍのうねりがある状態では初めてであり、

また、巻き揚げた袋網がインナーブルワークを越えて本件漁労甲板の

左右舷側区画に移動したことがなかった。 

船長は、うねりがある状態で、魚が捕れ過ぎた際には、袋網を甲板

上に巻き揚げる前にチャックを開けるなどして魚を逃がすべきだと本

事故後に思った。 

船長は、作業着を着用し、甲板員４人は、胴長、カッパ、ヘルメッ

ト及びゴム手袋を着用していた。 

本船には、船内に全員分の救命胴衣が備えられていたが、船長及び

甲板員４人は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、波浪注意報が発表されて南東方から波高約２～３ｍのうね

りを受ける状況下、船首を北方に向けて揚網作業中、本件袋網がイン

ナーブルワークを越えて本件漁労甲板の左舷側区画に移動したことか

ら、左舷側に傾斜した後、インナーブルワークの内側に戻そうと左旋

回をしていたところ、海水が左舷舷側を越えて船内に流入し、更に傾

斜して左舷側に横倒しの状態になり、転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、波浪注意報が発表されて南東方から波高約２～

３ｍのうねりを受ける状況下、船首を北方に向けて揚網作業中、本件

袋網がインナーブルワークを越えて本件漁労甲板の左舷側区画に移動

したため、左舷側に傾斜した後、インナーブルワークの内側に戻そう

と左旋回をしていたところ、海水が左舷舷側を越えて船内に流入し、

更に傾斜して左舷側に横倒しの状態になり、転覆したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・うねりがある状況で、魚が入り過ぎた袋網を甲板上に巻き揚げる

と、袋網が移動して船の傾斜が大きくなることがあるので、袋網

を甲板上に巻き揚げる前にチャックを開けるなどして魚を逃がす

こと。 

 ・甲板上で作業する際は、救命胴衣を常に着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所（令和元年５月２３日 

０９時５５分ごろ発生） 

宮城県 

歌津埼灯台 
南三陸町 

石巻港 

石巻漁港 

石巻市 
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付図２ 航行経路図 
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09:27 



- 8 - 

付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

 

(時：分：秒) 

船 位※ 
船首方位 

 

対地針路※ 

(°) 

対地速力 

(ﾉｯﾄ(kn)) 
北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

09:01:02 38-39-07.2 141-50-39.1 記録なし 001.6 3.8 

09:01:31 38-39-08.8 141-50-39.3 〃 011.2 2.9 

09:02:31 38-39-12.0 141-50-39.7 〃 356.8 3.1 

09:03:01 38-39-13.6 141-50-39.9 〃 008.3 3.3 

09:04:00 38-39-16.7 141-50-40.3 〃 357.6 3.0 

09:04:56 38-39-20.0 141-50-40.8 〃 018.4 3.4 

09:05:25 38-39-21.5 141-50-40.9 〃 003.5 2.9 

09:05:55 38-39-23.1 141-50-41.1 〃 353.3 3.4 

09:06:26 38-39-24.7 141-50-41.3 〃 007.4 3.9 

09:06:57 38-39-26.3 141-50-41.5 〃 014.5 2.9 

09:13:58 38-39-48.4 141-50-45.0 〃 006.8 3.5 

09:15:00 38-39-51.7 141-50-45.3 〃 004.7 2.7 

09:21:28 38-40-12.0 141-50-48.0 〃 003.3 3.3 

09:25:29 38-40-24.3 141-50-51.4 〃 006.0 3.3 

09:26:02 38-40-25.9 141-50-51.7 〃 006.4 2.5 

09:27:31 38-40-26.1 141-50-52.2 〃 195.9 1.8 

09:32:31 38-40-17.4 141-50-50.1 〃 226.7 0.3 

09:46:02 38-40-13.5 141-50-49.8 〃 347.1 2.3 

09:49:35 38-40-13.6 141-50-47.5 〃 206.8 3.6 

09:54:04 38-40-11.4 141-50-47.9 〃 224.1 5.4 

09:55:31 38-40-09.5 141-50-48.2 〃 117.5 3.8 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位である。 


